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は
じ
め
に

　
韓
国
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
高

齢
者
等
の
最
低
生
活
保
障
を
中
心
と
す

る
福
祉
改
革
が
果
た
さ
れ
、
目
下
、
就

労
支
援
事
業
の
ほ
か
、
ケ
ア
の
社
会
化

と
福
祉
ニ
ー
ズ
を
持
つ
人
々
の
ノ
ー
マ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
焦
点
が
移
っ
て
い

る
。韓
国
の
福
祉
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、

〈
公
共
の
事
業
〉
で
あ
る
福
祉
の
担
い

手
と
し
て
、
交
流
施
設
「
敬
老
堂
」
を

拠
点
と
す
る
当
事
者
団
体
「
大
韓
老
人

会
」
な
ど
の
民
間
・
当
事
者
の
参
与
が

活
発
な
こ
と
で
あ
る
。
基
礎
老
齢
年
金

（
非
拠
出
）
と
老
人
長
期
療
養
保
険
の

導
入
（
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
っ
て
新
た

な
ス
テ
ー
ジ
に
入
っ
た
韓
国
の
高
齢
者

問
題
・
福
祉
に
つ
い
て
、
歴
史
的
経
緯

に
触
れ
な
が
ら
紹
介
す
る
。

一
．
韓
国
の
老
人
年
齢
論
争
と
高

齢
者
問
題

　
一
九
八
二
年
の
「
老
人
福
祉
法
」
制

定
当
時
、
韓
国
の
六
五
歳
以
上
の
人
口

比
は
ま
だ
三
％
台
に
過
ぎ
な
か
っ
た

が
、
二
〇
一
〇
年
の
推
計
で
五
三
五
万

七
〇
〇
〇
人
、
総
人
口
四
八
八
七
万
五

〇
〇
〇
人
の
一
一
・
〇
％
と
な
っ
た
。

こ
の
間
に
平
均
寿
命
も
一
九
八
〇
年
六

六
・
二
歳
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
に
八
〇
・

一
歳
に
ま
で
伸
び
て
い
る
。
最
近
の
保

健
福
祉
部
（
省
に
相
当
）
の
調
査
で
、

自
分
を
老
人
だ
と
思
い
始
め
る
年
齢
は

七
〇
〜
七
四
歳
が
五
一
・
〇
％
で
最
も

多
い
と
い
う
。
長
寿
は
本
来
な
ら
喜
ば

し
い
は
ず
だ
が
、
韓
国
の
高
齢
者
の
自

殺
率
は
世
界
一
、
二
を
争
う
と
い
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
手
放
し
で
は
喜
べ
な

い
実
情
も
あ
る
。治
安
政
策
研
究
所
が
、

老
人
の
自
殺
が
過
去
二
〇
年
間
に
五
倍

以
上
の
増
加
を
み
た
と
発
表
し
た
。
こ

う
し
た
自
殺
や
犯
罪
な
ど
、
警
察
庁
統

計
で
の
「
老
人
」
が
六
一
歳
以
上
と
い

う
こ
と
か
ら
、「
老
人
」
の
定
義
が
法

令
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
統
計
庁
や
老

人
福
祉
法
で
は
先
進
国
同
様
、
六
五
歳

以
上
と
さ
れ
て
い
る
が
、国
民
年
金（
一

九
八
八
年
施
行
、
九
九
年
に
皆
年
金
）

の
老
齢
年
金
支
給
開
始
は
六
〇
歳
で
あ

る
。
労
働
部
所
管
の
「
雇
用
上
年
齢
差

別
禁
止
及
び
高
齢
者
雇
用
促
進
法
」（
一

九
九
一
年
制
定
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
現

名
称
）は
、定
年
が
五
五
歳
前
後
で
あ
っ

た
た
め
（
再
）
雇
用
促
進
の
対
象
と
な

る
「
高
齢
者
」
を
五
五
歳
以
上
と
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
一
般
用
語
と
し
て
は

老
人
（
ノ
イ
ン
）
も
高
齢
者
（
コ
リ
ョ

ン
ジ
ャ
）
も
違
い
は
な
く
、
ま
た
「
お

年
寄
り
」
に
相
当
す
る
늙
으
니
（
ヌ
ル

グ
ニ
）
と
い
う
固
有
語
も
あ
る
が
、〈
老

人
〉
と
い
う
語
の
ほ
う
が
、
威
厳
あ
る

敬
愛
の
対
象
と
し
て
日
常
的
に
も
な
じ

ん
で
い
る
。

　
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
韓
国
で

は
高
齢
化
に
先
ん
じ
て
、
家
族
制
度
の

崩
壊
と
福
祉
の
貧
困
の
挟き
ょ
う

撃げ
き

を
受
け

て
、
老
後
の
生
計
・
生
活
問
題
が
深
刻

化
し
た
。
現
在
六
五
歳
に
達
し
た
一
九

四
五
年
生
ま
れ
の
「
ハ
ン
グ
ル
世
代
」

の
人
生
経
路
に
重
ね
て
韓
国
現
代
史
を

た
ど
る
と
、
幼
少
期
に
朝
鮮
戦
争
（
一

九
五
〇
〜
五
三
年
）の
惨
禍
を
く
ぐ
り
、

中
学
卒
業
後
に
高
度
成
長
が
始
ま
り
、

不
惑
を
過
ぎ
た
一
九
八
七
年
に
民
主
化

が
始
ま
り
、
定
年
間
際
の
五
二
歳
で
一

九
九
七
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
通
貨
危
機
に
見
舞

わ
れ
、
年
金
や
雇
用
保
険
す
ら
な
い
生

活
リ
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
の
ハ
ン

グ
ル
世
代
の
ジ
ュ
ニ
ア
が
、
福
祉
改
革

を
主
導
し
た
「
三
八
六
世
代
」（
一
九

六
〇
年
代
生
ま
れ
）
で
、
親
を
扶
養
す

る
最
後
の
世
代
に
し
て
、
子
ど
も
か
ら

の
扶
養
を
ま
っ
た
く
期
待
し
え
な
い
最

初
の
世
代
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
図
1
の
施
設
入
所
状
況
に
も
こ
う
し

た
激
動
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
朝
鮮

戦
争
か
ら
二
〇
年
も
過
ぎ
た
一
九
七
〇
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図1　韓国の生活施設入所者数

（出所）『保健福祉統計年報』各年版。
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年
で
も
、
ま
た
福
祉
施
設
イ
コ
ー
ル
孤

児
院
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
一
九
八

〇
年
代
か
ら
有
料
老
人
施
設
の
設
置
が

始
ま
る
が
、
一
九
九
〇
年
で
も
高
齢
入

所
者
は
わ
ず
か
六
〇
〇
〇
人
ほ
ど
に
過

ぎ
な
か
っ
た
（
た
だ
し
認
知
症
者
ら
が

「
そ
の
他
」
施
設
に
入
所
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
）。
そ
し

て
近
年
の
高
齢
施
設
者
の
激
増
は
ま
さ

に
、
高
齢
化
率
よ
り
も
、
家
族
制
度
や

高
齢
者
福
祉
・
施
設
を
め
ぐ
る
社
会
環

境
の
激
変
に
由
来
す
る
。
今
、
韓
国
で

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
解
き
ほ
ぐ

し
て
い
こ
う
。

二
．
工
業
化
・
民
主
化
と
高
齢
者

福
祉

　
福
祉
制
度
が
経
済
水
準
に
見
合
う
も

の
に
な
る
に
は
、
高
齢
化
や
経
済
成
長

だ
け
で
な
く
、
社
会
の
成
熟
に
見
合
う

政
治
の
民
主
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
韓

国
の
経
験
が
そ
れ
を
よ
く
示
す
（
表
1
）。

　
一
九
七
〇
年
に
高
齢
者
福
祉
法
案
が

福
祉
推
進
派
の
議
員
ら
に
よ
っ
て
国
会

に
上
程
さ
れ
た
。
こ
の
前
年
に
は
、
経

済
成
長
一
辺
倒
か
ら
「
社
会
開
発
」
併

存
へ
の
転
換
を
目
指
す
専
門
家
に
よ

る
、
初
の
高
齢
者
調
査
に
基
づ
く
政
策

提
言
が
出
さ
れ
た
。
同
レ
ポ
ー
ト
は
全

国
に
四
三
し
か
な
い
養
老
院
で
は
葬
儀

さ
え
ま
ま
な
ら
な
い
と
い
う
惨
状
や
、

都
市
の
多
く
の
高
齢
者
が
病
、
貧
困
、

無
為
、
孤
独
と
い
う
「
四
苦
」
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
実
態
を
政
策
関
係
者
に
訴

え
た
。
し
か
し
「
北
」
の
脅
威
を
理
由

と
す
る
維
新
体
制
が
し
か
れ
る
と
、「
国

民
福
祉
年
金
法
」（
一
九
七
三
年
）
も

石
油
危
機
を
理
由
に
実
質
廃
止
さ
れ
、

政
策
領
域
か
ら
「
社
会
開
発
」
派
が
淘

汰
さ
れ
、
福
祉
・
人
権
状
況
は
相
対
的

後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
福
祉
へ
の
政
策
関
心
は
維
新
体
制
崩

壊
後
の
一
九
八
二
年
、「
心
身
障
害
者

福
祉
法
」
と
同
時
に
「
老
人
福
祉
法
」

の
制
定
か
ら
再
開
さ
れ
た
。し
か
し「
敬

老
孝
親
」な
ど
伝
統
回
帰
色
の
も
と
で
、

具
体
的
施
策
は
、
有
料
老
人
施
設
の
設

置
を
可
能
に
し
た
こ
と
と
、
後
述
す
る

「
敬
老
堂
」
の
運
営
支
援
な
ど
に
と
ど

ま
っ
た
。
政
府
白
書
で
も
、「
わ
が
社

会
の
伝
統
的
強
み
で
あ
る
家
族
制
度
と

隣
保
協
同
精
神
」
を
頼
み
と
し
て
、
基

本
方
針
を
「
①
伝
統
的
倫
理
徳
目
の
暢ち
ょ
う

達た
つ

、
②
敬
老
孝
親
思
想
の
高
揚
、
③
伝

統
的
家
族
制
度
の
維
持
発
展
、
④
先
家

庭
保
護
・
後
社
会
福
祉
」
に
お
く
と
し

た
。
し
か
し
こ
う
し
た

理
念
よ
り
も
産
業
の
高

度
化
に
導
か
れ
て
、
都

市
に
は
都
市
の
、
農
村

に
は
農
村
の
、
多
様
な

福
祉
ニ
ー
ズ
が
認
識
さ

れ
始
め
た
。

　
一
九
八
七
年
の
民
主

化
宣
言
で
社
会
団
体
・

運
動
の
自
由
が
広
が
る

と
、
ソ
ウ
ル
五
輪
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
（
一
九

八
八
〜
八
九
年
）
に
照

準
を
あ
わ
せ
た
障
碍
者

や
地
域
貧
民
の
福
祉
要

求
運
動
が
活
発
化
し
た
。

三
二
年
ぶ
り
の
文
民
政

治
が
復
活
す
る
と
、
一

九
九
四
年
に
高
齢
の
生

活
保
護
受
給
者
夫
婦
が
、

生
計
保
護
基
準
が
一
人
一
日
白
米
三
合

（
現
物
）
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
憲
法
裁
判
（
幸
福
追
求
権
の
侵
害
）

に
訴
え
た
。
判
決
は
請
求
棄
却
だ
っ
た

が
、
福
祉
改
革
を
求
め
る
一
大
社
会
運

動
が
巻
き
起
こ
り
、
金
大
中
政
権
の
も

と
で
Ｉ
Ｍ
Ｆ
通
貨
危
機
の
試
練
に
直
面

し
な
が
ら
、
権
利
と
し
て
の
最
低
生
活

保
障
を
旨
と
す
る
国
民
基
礎
生
活
保
障

法
へ
と
結
実
し
た
。

　
福
祉
を
生
存
権
と
す
る
考
え
は
広
く

ま
た
急
速
に
社
会
の
す
み
ず
み
に
浸
透

し
た
。
雇
用
不
安
が
残
る
な
か
で
盧
武

鉉
政
権
は
、
就
労
支
援
を
本
格
化
さ
せ

（
後
述
）、
二
〇
〇
八
年
に
は
基
礎
老
齢

年
金
（
非
拠
出
）
と
老
人
長
期
療
養
保

険
の
導
入
を
果
た
し
た
。
前
者
は
、
老

齢
手
当
て
（
一
九
八
九
年
）
―
敬
老
年

金
（
一
九
九
七
年
）
を
さ
ら
に
拡
充
し

て
、
支
給
対
象
は
下
位
所
得
七
割
に
ま

で
広
げ
、
支
給
金
額
も
相
当
増
額
さ
れ

た
。
二
〇
〇
九
年
度
は
三
六
三
万
人
に

総
額
三
兆
四
二
七
九
億
ウ
ォ
ン
（
八
〜

一
〇
ウ
ォ
ン
が
約
一
円
）
と
、
平
均
支

給
額
は
年
間
九
四
万
ウ
ォ
ン
で
あ
る
。

ま
た
後
者
は
介
護
保
険
に
相
当
す
る
も

の
で
、
二
〇
〇
九
年
に
二
八
万
人
の
施

設
ま
た
は
在
宅
ケ
ア
に
二
〇
三
五
億

ウ
ォ
ン
が
投
じ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、

老
人
福
祉
予
算
は
二
〇
〇
八
〜
〇
九
年

に
二
兆
ウ
ォ
ン
、
次
い
で
三
兆
ウ
ォ
ン

へ
と
激
増
し
た
（
図
2
）。

表1　歴代政権の高齢者福祉法令・施策
歴代政権 社会保障 高齢者福祉

軍
　
政

朴正煕
1961~1979

1961～99 生活保護法
1963～95 社会保障に関する法律
1973 国民福祉年金施行されず
1977 医療保険法（→1989皆保険）

1970 社会福祉事業法
   〃   老人福祉法案廃案

過
渡
期

全斗煥
1980~1987

1982 老人福祉法

盧泰愚
1987~1993

1988 国民年金施行（→1999皆年金）
1989 生活保護世帯に「老齢手当て」
1991 高齢者雇用促進法＊

民
　
政

金泳三
1993~1998

1995 社会保障基本法
1995 雇用保険施行

1997  障碍人・老人・妊産婦等の
便宜増進保障に関する法律

金大中
1998~2003

1999 国民基礎生活保障法
1997「老齢手当て」を「敬老年金」
　　 に拡充

盧武鉉
2003~2008

2005 低出産・高齢社会基本法
2007 国民年金法改正

2006 高齢親和産業振興法
2007  基礎老齢年金法（敬老年金の普遍

化）、老人長期療養保険法

李明博
2008~2013

2008 孝行奨励及び支援に関する法律

（注）＊「雇用上年齢差別禁止及び高齢者雇用促進法」に改正。
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三
．
高
齢
者
権
益
・
福
祉
の
当
事

者
団
体

　
長
ら
く
国
家
・
福
祉
に
は
頼
り
よ
う

が
な
か
っ
た
時
代
を
経
て
、
韓
国
の
高

齢
者
団
体
は
か
な
り
の
民
間
福
祉
力
を

備
え
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
全
国
に
隈

な
く
存
在
す
る
高
齢
者
交
流
施
設
・
敬

老
堂
を
末
端
組
織
と
す
る
「
大
韓
老
人

会
」（
一
九
六
九
年
結
成
）
や
そ
の
ブ

レ
イ
ン
役
の
「
韓
国
老
人
福
祉
振
興
財

団
」（
韓
国
老
人
問
題
研
究
所
と
し
て

一
九
七
五
年
創
設
）
が
、
文
字
通
り
ア

ク
テ
ィ
ブ
な
高
齢
当
事
者
団
体
と
し
て

老
人
福
祉
法
の
制
定
推
進
の
ほ
か
、
敬

老
堂
で
の
地
域
福
祉
ニ
ー
ズ
を
政
策
レ

ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
先
導
役
を
果
た
し

て
き
た
。

　
大
韓
老
人
会
は
老
人
福
祉
法
制
定
時

に
は
自
ら
も
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
老
人
綱

領
」
を
定
め
て
い
る
。

　「
社
会
の
長
老
と
し
て
、
常
に
若
い

者
に
対
し
率
先
垂
範
す
る
姿
勢
を
保
つ

と
同
時
に
、（
略
）
民
族
の
魂
を
後
孫

に
継
承
す
る
伝
授
者
と
し
て
の
使
命
を

自
覚
し
、
以
下
の
事
項
の
実
践
の
た
め

に
と
も
に
努
力
す
る
。

⑴ 

我
ら
は
、
家
庭
や
社
会
に
お
い
て
、

尊
敬
を
受
け
る
老
人
に
な
る
よ
う
に

努
力
す
る

⑵ 

我
ら
は
、
敬
老
孝
親
の
倫
理
観
と
伝

統
的
家
族
制
度
が
維
持
発
展
さ
れ
る

よ
う
に
力
を
注
ぐ

⑶ 
我
ら
は
、
青
少
年
を
善
導
し
、
若
い

世
代
に
奉
仕
し
、
正
義
社
会
具
現
の

先
頭
に
立
つ
」

　
大
韓
老
人
会
中
央
会
・
前
庭
の
三
つ

の
石
碑
（
写
真
1
）
の
「
福
祉
、権
益
、

奉
仕
」
に
も
こ
う
し
た
権
利
・
責
務
の

主
体
た
ら
ん
と
す
る
気
概
が
う
か
が
え

る
。

　
敬
老
堂
―
大
韓
老
人
会
は
当
初
、
政

治
的
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
も
あ
れ
ば
、

あ
る
い
は
現
在
も
「
孝
行
奨
励
お
よ
び

支
援
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
（
二
〇

〇
八
年
）
な
ど
、
伝
統
保
守
の
ス
タ
ン

ス
は
維
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
高
齢

者
の
生
活
ニ
ー
ズ
の
把
握
、
政
策
の
立

案
・
試
行
・
実
践
な
ど
で
の
業
績
は
目

を
見
張
る
。
た
と
え
ば
一
九
八
〇
年
代

に
老
人
能
力
銀
行
や
老
人
大
学
の
運
営

に
着
手
し
、
一
九
九
二
年
か
ら
は
在
宅

ケ
ア
事
業
、
そ
し
て
近
年
は
各
自
の

キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し
た
地
域
奉
仕
活
動

な
ど
を
手
掛
け
て
い
る
。

　
二
〇
〇
四
年
に
盧
武
鉉
政
府
が
本
格

化
さ
せ
た
「
老
人
イ
ル
チ
ャ
リ
（
仕
事

場
）
事
業
」
で
は
、
新
設
さ
れ
た
政
府

シ
ン
ク
タ
ン
ク
「
老
人
人
力
開
発
院
」

が
司
令
塔
と
な
っ
て
、
地
域
や
能
力
・

経
験
に
応
じ
た
、「
公
益
型
」「
文
化
型
」

「
教
育
型
」「
市
場
型
」「
人
材
派
遣
型
」

と
い
っ
た
分
野
別
の
適
合
職
種
を
開

発
・
発
掘
し
、
大
韓
老
人
会
の
「
就
業

支
援
セ
ン
タ
ー
」（
元
、老
人
能
力
銀
行
）

が
斡
旋
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
る
。「
シ

ニ
ア
ク
ラ
ブ
」
な
ど
比
較
的
富
裕
層
の

多
い
団
体
も
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た
事

業
が
委
託
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
府

の
庇
護
下
の
特
定
団
体
だ
け
が
利
益
を

享
受
す
る
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

は
払
し
ょ
く
さ
れ
て
い
る
。

四
．
高
齢
者
地
域
福
祉
の
主
体
性

と
多
様
性

　
韓
国
特
有
の
敬
老
堂
と
は
、
高こ

う

麗ら
い

時

代
に
お
け
る
両
班
（
ヤ
ン
バ
ン
）（
支

配
階
級
）の
舎
郎
房（
サ
ラ
ン
バ
ン
）（
書

斎
兼
客
間
）
と
い
う
、
家
父
長
的
・
権

威
主
義
的
な
地
域
運
営
と
社
交
の
場
に

由
来
す
る
が
、
直
接
に
は
解
放
後
に
、

や
は
り
素そ

封ほ
う

家か

が
自
宅
の
一
部
や
離
れ

な
ど
を
「
老
人
亭
」
と
も
称
し
て
交
流

の
場
に
提
供
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
大

韓
老
人
会
と
い
う
全
国
組
織
を
結
成
す

る
と
、
敬
老
堂
の
拡
充
・
組
織
化
に
力

を
注
い
だ
。
老
人
福
祉
法
で
敬
老
堂
が

福
祉
施
設
の
ひ
と
つ
に
公
認
さ
れ
（
あ

る
い
は
、
さ
せ
）、
さ
ら
に
マ
ン
シ
ョ

ン
建
設
時
に
一
定
戸
数
ご
と
に
敬
老
堂

設
置
を
建
築
法
で
義
務
付
け
る
に
い

た
っ
て
い
る
。
現
在
、敬
老
堂
の
維
持
・

管
理
費
用
が
、
分
権
交
付
税
（
地
方
交

付
税
か
ら
こ
う
し
た
福
祉
事
業
を
別
枠

に
し
た
も
の
）
の
補
助
対
象
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
行
政
職
員
が
施
設
管

理
に
携
わ
る
場
合
も
あ
る
が
、
一
般
に

は
敬
老
堂
の
管
理
・
運
営
は
利
用
者
が

自
ら
行
っ
て
い
る
。

（％）
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図2　老人福祉関連予算

（出所）保健福祉部。

大韓老人会中央会の石碑。建
立は上から1983年8月、2004
年12月、2009年2月（大韓老
人会ホームページより）
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こ
う
し
た
自
主
運
営
の
事
例
と
し

て
、
韓
国
で
唯
一
、
中
国
か
ら
の
帰
国

者
の
自
治
組
織
も
兼
ね
た
「
シ
ネ
ッ
キ

ル
敬
老
堂
」（
写
真
2
）
が
、
ソ
ウ
ル

市
Ｄ
洞
と
い
う
中
国
人
集
住
地
に
あ

る
。
会
員
は
九
〇
人
ほ
ど
で
、
ほ
と
ん

ど
は
中
韓
国
交
樹
立
（
一
九
九
二
年
）

を
機
に
韓
国
に
帰
っ
て
き
て
、
地
元
の

教
会
牧
師
ら
の
支
援
で
国
籍
を
回
復
さ

せ
た
と
い
う
。
Ｄ
洞
に
は
す
で
に
敬
老

堂
が
三
箇
所
あ
っ
た
が
、
中
国
語
混
じ

り
や
方
言
な
ど
言
葉
が
通
じ
ず
、
生
活

習
慣
も
異
な
り
、
何
よ
り
も
一
段
と
貧

し
い
た
め
、
地
元
の
敬
老
堂
で
か
え
っ

て
疎
外
感
を
味
わ
っ
た
り
も
し
た
。
そ

れ
な
ら
と
自
分
た
ち
で
地
下
の
一
室
を

借
り
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。
大
韓
老

人
会
の
区
支
部
に
か
け
あ
っ
て
、
二
〇

〇
九
年
に
認
可
を
得
て
補
助
が
出
る
よ

う
に
な
り
、
現
在
の
場
所
で
冷
暖
房
な

ど
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
全
国
に
六
万
近
く
あ
る
敬
老
堂
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
史
や
ド
ラ
マ
に
彩
ら

れ
て
、
実
に
多
種
多
様
だ
と
い
う
。
平

均
規
模
（
人
口
）
は
全
国
ベ
ー
ス
で
八

六
人
、
全
羅
南
道
で
は
四
二
人
、
ソ
ウ

ル
市
で
は
二
八
六
人
で
あ
る
。
こ
の
差

は
人
口
密
度
だ
け
が
原
因
で
は
な
く
、

都
市
部
に
は
敬
老
堂
以
外
の
娯
楽
場
所

も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
機
能
を
持
つ
「
公
設
」
の
老
人
福

祉
（
会
）
館
が
各
地
に
作
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
現
在
、
全
国

に
二
一
一
カ
所
、
単
純
計
算
で
二
万
二

〇
〇
〇
人
に
一
カ
所
程
度
だ
が
、目
下
、

着
実
に
増
加
し
て
い
る
。
韓
国
の
地
域

福
祉
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
こ
う
し
た

「
公
設
」
施
設
の
運
営
母
体
も
ほ
と
ん

ど
が
民
間
法
人
（
入
札
に
よ
る
三
年
契

約
）で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

現
存
す
る
な
か
で
も
っ
と
も
古
い
の

は
、
一
九
七
八
年
に
全
羅
北
道
仁
實
郡

で
大
韓
老
人
会
が
設
置
し
た
も
の
で
あ

る
。
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
以
来
、

大
韓
老
人
会
の
ほ
か
福
祉
法
人
な
ど
が

設
立
を
進
め
て
き
て
、
自
治
体
に
よ
る

も
の
は
一
九
九
〇
年
の
慶
尚
南
道
晋
州

市
の
会
館
が
最
初
で
、
合
計
ま
だ
四
三

カ
所
に
過
ぎ
な
い
（
三
九
カ
所
が
直
営

で
、
第
三
セ
ク
タ
ー
・
公
団
四
カ
所
）。

　
こ
の
よ
う
に
韓
国
の
高
齢
者
地
域
福

祉
は
、
民
間
ベ
ー
ス
を
基
本
と
し
て
、

当
事
者
の
主
体
性
を
大
い
に
活
用
し
な

が
ら
、
地
域
や
個
々
人
の
多
様
性
へ
の

適
合
と
と
も
に
、
運
営
の
透
明
性
や
効

率
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

● 

結
び
―
「
福
祉
共
同
体
」
へ
の

課
題

　
社
会
福
祉
は
国
家
責
務
で
あ
り
「
公

共
の
事
業
」
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も

〈
公
営
〉
で
あ
る
必
要
は
な
い
こ
と
は

今
更
い
う
ま
で
も
な
い
。
韓
国
の
高
齢

者
地
域
福
祉
で
は
、
過
去
数
十
年
の
福

祉
不
在
時
代
に
培
わ
れ
た
民
間
組
織
・

団
体
の
福
祉
力
量
が
、「
福
祉
病
」
回

避
策
と
し
て
着
目
さ
れ
、
活
用
さ
れ
る

に
い
た
っ
た
。「
生
産
的
福
祉
」（
金
大

中
大
統
領
）
は
国
家
・
公
共
の
責
務
を

明
確
化
さ
せ
、「
参
与
福
祉
」（
盧
武
鉉

大
統
領
）
は
公
共
の
事
業
へ
の
民
間
の

自
発
的
・
主
体
的
な
参
加
を
呼
び
掛
け

た
よ
う
に
、
福
祉
国
家
で
は
な
く
福
祉

共
同
体
を
目
指
そ
う
と
し
た
。
生
存
権

と
し
て
の
福
祉
を
否
定
す
る
こ
と
は
今

や
韓
国
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
李
明
博

政
権
も「
能
動
的
福
祉
」を
掲
げ
て
、「
ト

ル
ボ
ミ
・
バ
ウ
チ
ャ
ー
事
業
」（
独
居

老
人
の
生
活
サ
ポ
ー
ト
）
な
ど
、
ケ
ア

の
社
会
化
と
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

を
一
層
推
し
進
め
て
い
る
。

（
キ
ム
　
チ
ョ
ソ
ル
／
信
州
大
学
経
済
学
部
）
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ソウル市内の中国朝鮮族（帰国者）の敬老堂（2010
年8月28日筆者撮影）

表2　韓国の老人福祉館：設立時期別・運営母体別

計
運営・委託 うち宗

教団体
関係*

社会福祉
法人

社団
法人

学校
法人

財団
法人

自治体

1978～89年 6 3 1 【1】 1 1 0 2

1990~99年 72 (5) 26 16 【14】 3 7 14 14

2000年以降 136 (21) 58 14 【9】 5 6 29 39

合計
（％）

211
100
[1] 88

42
[1] 31

15
【24】
【11】

9
4

14
7

43
20

55
26

（出所）保健福祉部『老人福祉施設概況』（2008年）より作成。
（注）1）（　）内は内数で、設立法人形態が不明のもの。
　　  2）［　］内は内数で、設立年が不詳のもの。
　　  3）【　】内は内数で、大韓老人会によるもの。
　　  4） ＊宗教団体関係は、社会福祉法人が多いが、社団法人、財団法人、その他（非法人）の
　　　　 場合もある。
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